
林 泰則

左より、医療･介護･福祉の会･小島代表理事、宮本議員、全労連･秋山副議長、畦元政務官、全日本民医連･林事務局次長、
中央社保協･林事務局長、介護をよくする市民の会･澤部さん、リモート参加で21老福連・井上事務局長

全日本民医連

●● 厚労省要請＆介護署名第３次提出集会

●●● ２０２６年５月２６日（火）１０：３０／衆議院第２議員会館第１会議室

介護保険制度の見直しをめぐる情勢

２０２５・１１・２０
介護請願署名国会提出集会（第一次）･･･９２，２６３筆を提出

２０２６・３・１８
介護請願署名国会提出集会（第二次）･･･２２２，４８８筆を提出

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護請願署名＝２０２５年臨時国会・２０２６年特別国会に提出

１ 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介
護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたら
す新たな制度見直しを検討しないこと･･･【改悪（負担増）阻止】

２ 訪問介護の基本報酬引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策
を講じること･･･【介護報酬の底上げ】

３ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。
介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

･･･【大幅な処遇改善】

４ 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料などの費用負担の軽減、
サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する

国庫負担の割合を大幅に引き上げること･･･【制度の抜本改善＝国庫負担引き上げ】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名
ー新たな利用困難をもたらす見直しを中止し、

介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

論 点 提 案 結 論

利用料の２割負担の対象拡大 ① 基準額（一定以上所得）引き下げ
現行「280万円」（単身の場合）

⇒ 「260万円」「250万円」「240万円」「230万円」

② 配慮措置／負担軽減措置
(1) 負担増分に上限設定（月額7,000円）

(2) 一定額の預貯金等がなければ１割に据え置き
＝資産要件の導入～300万円､500万円､700万円？

２０２５年内に決着せず。「第１０期前まで
（２０２６年度中）に結論」＝【審議継続】

ケアプランの有料化 すべてのケアプランに利用料負担を導入（当初案）
⇒ 今回見送り

↓↓
住宅型有料老人ホームに新たなケアマネジメントの
仕組みをつくって自己負担に ＝【一部有料化】

２０２７年度介護報酬改定の中で具体化
（介護給付費分科会で審議）

要介護１、２の生活援助等の
見直し（保険給付外し）

要介護１､２の生活援助等を 総合事業（※）に移行

※ 「保険給付」ではなく、市町村が地域の事情に合わ
せて実施する「事業」

※簡易な研修を受けた職員によるサービス、ボラン
ティアの対応などを組み込み ＜給付費の抑制＞

今回＝ 【実施見送り】

● 秋の臨時国会に法案提出？ 新たな
提案？？ ⇒ 介護保険部会で再審議

★ 対象の拡大＋資産要件の導入
＝「原則２割化」の下地

★ 「中山間・人口減少地域」に、要介護５
も対象にすることを想定した「給付に代え
た仕組み」を創設

★ 次期見直しで､有料化をケアプラン全体
に広げる突破口に

論 点 結 論

補足給付に関する給付の在り方 → 一部の所得段階の負担限度額引き上げ

多床室の室料負担＝対象施設の拡大 → ２０２７年度介護報酬改定の中で具体化を図る

金融所得・金融資産の反映の在り方 → 「将来的な導入について、制度面・運用面等の総合的な観点から、引き続き検討を
行う」･･･「預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引き続き検討を行う」

「三大改悪」案はどうなったか？－介護保険部会のとりまとめ（１２月２５日）

■■ その他の論点

★ 実施が見送られたもの－「第１号被保険者負担の在り方」 「利用料３割負担の対象者の拡大」「被保険者・受給者の範囲」
「高額介護サービス費の在り方」

第２の総合事業
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利用料２割負担の対象拡大 ⇒ ２０２６年度中に結論

■ 厚労省が介護保険部会（１２月１日）に提案した内容

【Ⅰ】 「一定以上所得」（負担上限額）の引き下げ

【Ⅱ】 配慮措置❶＝負担増に上限を設定

【Ⅲ】 配慮措置❷

＜現在＞

年金収入等で２８０万円以上（単身の場合）
＝所得上位２０％が対象

＜提案－４つの案＞

・ ２６０万円以上
・ ２５０万円以上
・ ２４０万円以上
・ ２３０万円以上（所得上位３０％）

● 「当分の間、１割負担からの増額分を月７､０００円に抑える」

［例］ １割負担なら１０､０００円 ⇒ ２割負担になると ２０､０００円、実際の負担額：１７､０００円

● 預貯金が一定額以下の者は、申請により１割負担に戻す

◆ 預貯金額の例示（単身の場合）･･･「３００万円以下」「５００万円以下」「７００万円以下」

※補足給付と同様の仕組みを想定（通帳のコピーを添付して自己申告）
※対象＝預貯金、有価証券、投資信託、現金、負債（借入金、住宅ローン）

※必要に応じて金融機関に照会。不正受給の場合は給付額＋加算金を徴収

タンス預金も
申告の対象？

資産
CHECK

※政令「改正」⇒パブコメ

法「改正」 不要

法「改正」が必要

法「改正」 不要

（２つの負担軽減措置（配慮措置）を導入）
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ケアプランの有料化＝一部サービス（住宅型有料老人ホーム）に導入

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001603423.pdf第１３０回介護保険部会（２０２５年１２月１日）資料に追記

登録施設介護（予防）支援
登録施設介護（予防）サービス計画

登録制

ケアマネジャー

■ 「登録制」の導入･･･「住宅型」有料老人ホーム、サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）

● 中重度者、要医療、認知症高齢者の増加など、「介護型」有料老人ホーム（特定施設）と機能的に近接
● 「囲い込み」の是正

－ 運営法人のサービス事業所への誘導等による過剰サービス、利用者の選択権の侵害など

◆ 「登録有料老人ホーム」
● 新たに相談支援の仕組みを創設･･･ 「登録施設介護（予防）支援」

＝ケアマネジャーが「登録施設介護（予防）サービス計画」を策定 ＜定率（原則１割）＞の自己負担

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

１ 国及び都道府県の責務に関する事項

２ 電子資格確認の導入、被保険者証の返還等に関する事項（介護保険証にマイナカード導入）

３ 特定施設に関する事項

４ 夜間対応型訪問介護を廃止する。

５ 要介護認定等の申請に関する手続の代行に関する事項

６ 特例居宅介護サービス費等の類型の新設及び市町村による居宅サービス等事業の特例的
な実施に関する事項

７ 特定福祉用具販売に係る費用に関する事項

８ 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項

９ 指定介護老人福祉施設等は、一月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところ
により、その指定を辞退することができるものとする。

10 特定地域における介護老人保健施設等の開設許可に関する事項

11 介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに関する事項

12 第一号介護予防支援事業の実施に関する事項

13 支援会議の見直しに関する事項

14 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直しに関する事項

15 協議会に関する事項

16 登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設等に関する事項

介護保険法の一部改正事項－第２２１回国会提出、社会福祉法「改正」等束ね法案

● 利用料２割負担の対象拡大 ⇒⇒ 今回は「改正」事項として盛り込まれず
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２０４０年に向けた介護サービス提供体制の整備

■ 「中山間・人口減少地域」
＝サービス需要が減少する地域

● サービス提供の維持・確保を前提として、新たな柔軟
化のための枠組みを設ける

● 特別地域加算の対象地域を基本としつつ、高齢者人
口の減少に着目した地域の範囲について国において一
定の基準を示す

（※市町村内の一部エリアを特定することも可能）

● 対象地域は、計画策定プロセスにおいて市町村の意
向を確認し、都道府県が決定する

■ 「大都市部」
＝２０４０年にかけてサービス需要が増加し続 ける地域

● 多様なサービスを提供。ＩＣＴやＡＩ技術など民間活力も
活用したサービス基盤を整備

■ 「一般市等]
＝２０４０までの間にサービス需要が増加から減少に転
じる地域

● 現行制度の枠組みを活用したサービス基盤の維持・確
保が求められる。将来の需要減少に備えた準備と対応

在宅サービス利用者数が
最大となる年

● ２０４０年に向けて人口構造の急速な変化が見込まれる
･･･生産年齢人口は１５.０％減、８５歳以上人口は４２.２％増
･･･５８８市町村（全体の３割）が人口半数未満（うち２１市町村が２５％未満）、人口半減は中山間地で多い

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

● 高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少により介護人材や専門
職の確保が困難。必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて柔軟なサービス提供を可能とする仕組みを設けることが必要。

● 「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」のとりまとめ（２０２５年７月２５日）を土台に

【見直し内容】

＜「特定地域サービス」の創設＞
● 中山間・人口減少地域において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、管理者や専門職
常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等の配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組み（月単位の定額報酬）の導入。

※ 国が一定の基準を示し、都道府県が市町村の意向を確認して対象地域（＝特定地域）を決定。

＜「特定地域居宅介護サービス等事業」の創設＞
● こうした給付による特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が地域支
援事業として、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組み創設。

「中山間・人口減少地域」（特定地域）で「柔軟なサービス」提供を可能に

※各保険者数
2024年4月現在

指定サービス
（1,571保険者）

特例サービス

特定地域サービス
特定地域居宅介護

サービス等事業基準該当サービス
（198保険者・13％）

離島等相当サービス
（27保険者・2％）

地域 全国 全国
厚労大臣が定める地

域
「特定地域」

（中山間・人口減少地域）

人員配置
基準

国が定める基準 緩和 緩和 緩和 規定なし

報酬 介護報酬 市町村で設定 市町村で設定
介護報酬

（包括報酬の設定可）

類型
居宅サービス等
施設サービス

居宅サービス等 居宅サービス等
居宅サービス等（医療
系除く）、施設サービス

居宅サービス等

指定等 指定権者の指定 市町村に登録 市町村に登録 市町村に登録 市町村から委託

「第２の総合事業」

事業費

● 地域事情（人口減少）を理由とした「介護格差」（介護保障のダウンサイジング＝受給権の侵害）を制度化／“特例”ではなく本体へ

● 照準は「中山間地域」ではなく「人口減少地域」⇒ 「特定地域サービス」「特定地域居宅介護サービス等事業」をなし崩し的に拡大

● 地域の困難を“逆手”にとった 公的給付抑制策＋規制緩和（規制改革推進会議）の推進
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２０１５年改革・２０２５年改革から ［２０４０年改革］へ

■ ２０１５年に向けて･･･厚労省『２０１５年の高齢者介護』（２００３年）

● ２０００年年４月 介護保険スタート ⇒給付費急増見通し

● ２００５年「改正」－予防重視型システムへの転換（「自立」促進）

・ 新予防給付（要支援１・２の新区分）の導入 ＋訪問介護抑制

・ 地域支援事業、地域包括支援センターの創設

■ ２０２５年に向けて～【高齢化】

･･･「２０２５年の医療・介護提供体制」の構築
■ ２０４０年に向けて～【高齢化】＋【人口減少】

･･･ 給付構造の転換＝「地域属性」による再編

介護給付

－特養の入所対象は
原則要介護３以上

予防給付

「入院から在宅へ」「医療から介護へ」「介護から市場･ボランティアへ」

＜地域医療構想による病床再編⇒受け皿としての地域包括ケア＞

要介護
１～５

要支援
１、２

★ 中重度シフト・軽度縮小

＜ 「利用者属性」による再編＞

中山間･人口減少地域

柔軟化＝規制緩和 第２の総合事業

指定サービス

おおむね３０分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単位として想定地域包括ケア⇒

介
護
保
険

総
合
事
業

（
（
訪
問
介
護･

通
所
介
護
）

● 「持続困難な制度となりかねない分岐点」

● 検討すべき論点
･･･ 自己負担割合の見直し（利用料１～３割化）、給付範囲
の見直し（ホテルコストの徴収、軽度給付や日常生活支援
の側面が強い給付の除外もしくは自己負担割合の引き上
げをふくむ重点化）、 負担の公平（負担軽減措置を低収
入・低資産の者に限定、リバースモーゲージの導入）

★ 財務省・財政審「建議」（２００４年）

＜利用者×地域属性＞

★ 国が基準を作成し、“市町村が選択”という理屈で正当化

★ 土台＝現物給付ではなくサービス費補償（現金給付）方式

【２０４０年型介護保険】
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負担の見直し 給付の見直し 介護報酬 介護保険料※ 

第１期 － 2,911円

（00～02年度）

第２期 ●施設等の居住費・食費の徴収開始 ●基盤整備の総量規制 ▲2.3％ 3,293円
（03～05年度） ＋補足給付（負担軽減制度）導入 ●給付適正化対策スタート

第３期 ●新予防給付（要支援１､２）の創設 ▲2.4％ 4,060円

（06～08年度） 【予防重視型システムへの転換】

第４期 ●処遇改善交付金制度創設 ＋3.0％ 4,190円
（09～11年度） ●認定制度の全面見直し 【軽度判定化】 ※実質プラス改定

第５期 ●処遇改善交付金を介護報酬に編入 ＋1.2％ 4,972円

（12～14年度）

＜消費税８％へ＞

（→利用者負担が発生） ※実質▲0.8％

第６期 ●利用料２割負担導入 ●総合事業スタート 【給付から事業へ】 ▲2.27％ 5,514円
（15～17年度） ●補足給付に資産 ●特養の入所対象を原則要介護３以上に ※基本報酬で

要件等導入 ★「自立」理念の転換（未来投資会議） ▲4.48％

第７期 ●利用料３割負担導入 ●生活援助（訪問介護）に届出制導入 ＋0.54％ 5,869円
（18～20年度） ●高額介護サービス費上限引き上げ ●福祉用具の平均貸与価格の設定 ※適正化分で

●総報酬割導入 ＜消費税１０％へ＞ ★財政インセンティブ導入 ▲0.5％

第８期 ●補足給付の資産要件等の見直し ●ＬＩＦＥ（科学的介護）導入 ＋0.67％ 6,014円
（21～23年度） ※コロナ対応分は

21年9月末まで

第９期 ●「生産性の向上」を加算で評価 ＋1.59％ 6,225円

（24～26年度）

◆ 「史上最悪」の改悪を提案
＝全面実施は見送り（２０２２年）

↓↓
◆ 利用料２割負担の対象拡大等

＝２０２６年に審議再スタート

基準額の全国平均

社会保障・税一体改革

全世代型
社会保障改革

小泉構造改革

新しい資本主義

★負担は上がり、給付は削られ、報酬は低く据え置かれ･･･
一方で、介護保険料は右肩上がりに上昇

聖域なき構造改革
６
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」

■ 社会保障制度改革推進法

３
年
に
１
度
の
法
「
改
正
」
（
他
法
と
の
一
括「
改
正
」）

→ ２０１５年

→ ２０２５年

→ ２０４０年

■ 戦争法制定
経済・財政一体改革

アベノミクス

介護保険２６年の経過－「制度の持続可能性の確保」の追求
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

全国老人保健施設協会（東会長）の発言より

● ２０１９～２０２２年の廃業件数は年平均７施設
● ２０２３年１５施設
● ２０２４年３１施設
● 直近の調査から･･･

・ 「廃業している・廃業を検討している」施設＝約８０施設
・ 「廃業の可能性がある」施設」＝１８０施設
⇒計２５０以上の老健施設が廃業する可能性あり

（全国の老健の７％）

６７％

大きく揺らぐ地域の介護サービス基盤－問われる「制度の持続可能性」

倒産件数、休廃業・解散件数は
過去最多（２０２５年）

ー東京商工リサーチ調査－

★ ３６.７％が赤字

訪問介護事業所がない
自治体数の推移移

訪問介護
基本報酬引き下げ

（２０２４年度介護報酬改定）

※第２５７回介護給付費分科会（２０２５・４・２７）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

改定率 内訳等

2003年 ▲2.3％

2006年 ▲2.4％ 施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ

2009年 ＋3.0％

2012年 ＋1.2％ 処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％
※2014年 ＋0.63％ 消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど

2015年 ▲2.27％ 基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）
※2017年 ＋1.14％ 処遇改善（1万円相当）

2018年 ＋0.54％ 通所介護等で▲0.5％の適正化
※2019年 ＋2.13％ 処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）

2021年 ＋0.70％ うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％

※ 2022年 ＋1.13％ 処遇改善（9,000円相当）

2024年 ＋1.59％ うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％

介護報酬改定の経過（本改定＋臨時改定）

※※ 2026年（6月～） ＋2.03％ 処遇改善分＋1.95％
基準費用額（食費）引き上げ分＋0.09％

● 基本報酬が上がらず､
「加算偏重」の改定が続く

⇒加算算定が困難な小規
模事業所を直撃

●財務省は中小企業の利
益率まで引き下げるよう提
言（▲6％）

（基本報酬▲4.48％）

第1期

2000年 3

計14 第6期

2015年 76

2952001年 3 2016年 108

2002年 8 2017年 111

第2期

2003年 4

30 第7期

2018年 106

3352004年 11 2019年 111

2005年 15 2020年 118

第3期

2006年 23

104 第8期

2021年 81

3462022年 1432007年 35

2008年 46 2023年 122

第4期

2009年 38

84 第9期

2024年 172

(348)2010年 27 2025年 176

2011年 19 2026年 ?

第5期

2012年 33

1412013年 54

2014年 54

老人福祉･介護事業所の倒産件数推移（各期集計）

･･･本改定実施年
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
第１２０回介護保険部会（２０２５年５月１９日）資料

介護職員の不足見込み－２０２６年度２５万人、４０年５７万人

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

全産業平均との給与差は埋まらず（２０２５年）－前年からの改善額は１０００円！

賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移

８.２万円
２０２１年 ７.０万円

２０２２年 ６.８万円

２０２３年 ６.９万円

２０２４年 ８.３万円
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

重大な「機能不全」に陥りつつある介護保険制度
－ 「サービスの空洞化」＝「保険あって介護なし」の現実化・強化－

❶ 【利用者にとって】 ＝＜利用できない・利用させない＞介護保険
･･･ 相次ぐ制度の見直し（給付の削減・負担の引き上げ）による利用制限の強化

（負担） 利用料２割負担・３割負担の導入、施設等での食費・居住費の自己負担化、補足給付 に資産
要件等導入＋厳格化、高額介護サービス費の負担上限額引き上げ、等

（給付） 新予防給付（要支援１、２）創設）、要介護認定見直し（軽度判定誘導）、「総合事業」創設、 特
養入所制限（原則要介護３以上）、生活援助多数回数利用プラ ンの届け出義務化、等

（さらに） ・ 「自立」の理念の改変（２０１６年）、保険給付からの“卒業”（強制退学＝自立支援）促進

・ 財政インセンティブ導入･･･給付「適正化」を自治体に競わせる（保険者機能の強化？）

❷ 【事業者にとって】 ＝＜必要なサービスを提供できない（介護需要に応えられない）＞介護保険
･･･ 事業の存続を左右しかねない慢性的な人手不足と厳しい経営困難

★★ 低く据え置かれた介護報酬、遅々として進まない処遇改善

●● 介護保険料は右肩上がりに上昇

２０００年（第１期）：２,⇒ ２０２４年（第９期）：６,２２５円

● 介護保険料を払っているのに、必要なサービスを受けられない

★ これでは 「国家的（保険）詐欺」！

“保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大原則”“介護保険は「国家的詐欺」に
なりつつあると思えてならない”／元厚労省老健局長・堤修三氏（2015.11.10 「シルバー産業新聞」）

誰のための､何のための
「持続可能性」？

「介護の社会化」から
「介護の再家族化」へ

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

自治体首長の９７％が「介護保険の持続可能性」に危機感！

● ２０２５年６～７月 共同通信社調査

東京新聞 ２０２５年８月３１日
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

費用負担（利用料・ケアプラン）の見直し撤回を！－「火種」を根絶やしに

■ 「利用料２割負担の対象拡大」は、「利用料原則２割負担」化への道

■ ケアプランの「一部有料化」は、すべてのケアプラン有料化の突破口に

● 「一定以上所得」の場合の基準額を引き下げて２割負担の対象を拡大
● 一定額の貯金を保有していない場合･･･「２割負担」 を 「１割負担」に据え置き

● 「現役並み所得」の場合･･･３割負担

★ 金融資産を勘案した「能力に応じた負担」
（マイナンバーの活用で通帳のコピーを添えた申請を不要に）

原則１割負担
● 「一定以上所得」の場合･･･２割負担
● 「現役並み所得」の場合･･･３割負担

原則１割負担

現在

見直し案

原則２割負担
● 低所得者１割負担？

● 「現役並み所得」･･･３割負担
⇒基準額を引き下げて対象者を拡大

● 一定額の貯金を保有している場合

･･･ 「１割負担」を 「２割負担」へ
･･･ 「２割負担」 を 「３割負担」へ

政府が描く将来像

資産要件の導入

全て有料
ケアマネジメント
（ケアマネジャー）

３年後？居宅介護（予防）支援

登録施設居宅介護（予防）支援
［登録］ 住宅型有料老人ホーム・サ高住

有料

負担なし

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

報酬改定による制度改悪を許さない！－多床室室料負担・対象施設の拡大

特養 「療養型」
「その他」型
老健施設

「Ⅱ型」
介護医療院

第１３１回介護保険部会（２０２５年１２月１３日）資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001611238.pdf

■ 個室 ２００５年１０月～ 全ての施設で居住費を徴収
■ 多床室 ２０１５年１０月～ 特養ホームで徴収開始

２０２５年８月～ 一部の老健、介護医療院で徴収開始
・ 「療養型」「その他型」の老健
・ 「Ⅱ型」の介護医療院

※未実施 老健･･･「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」
介護医療院･･･「Ⅰ型」

＜経過・現状＞
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める

■ 介護保険「２５年」の経過と現状

● 相次ぐ給付削減と負担増
● 低く固定化された介護報酬
● 広がり続ける怒り

－訪問介護基本報酬の引き下げ
● 深刻さを増す人手不足
● 進まない処遇改善
● 介護困難の広がりの中で、

介護保険料は右肩上がり
● コロナ禍のもとで

■ 介護保険が直面している＜３つの危機＞

■ 政府が準備しているさらなる改悪メニュー

■ 介護保険制度の緊急改善・抜本改善を求める
● 制度改革の焦点
● 介護保険制度、高齢者介護補償のあり方、
めざすべき方向について、議論を呼びかけます

【当面の「緊急改善」案】

【介護保険制度の「抜本改善」案】

★ 政府の制度改革のスピードは早く、利用者と家族はそのたびに翻弄され、介護現場は目の前の対応に日々追われています。

しかし、そうした状況だからこそ、介護保険制度、高齢者介護保障の本来のあり方について多くの人たちと議論し、共有を図り、
声を挙げていくことが大切になっているのではないでしょうか。

【 介護保険制度の抜本改善案（５）】 「利用者・事業者の個別契約に基づくサービス費補償方式（現金給付）から現物給付
方式に切り替え、国・自治体（保険者）が介護サービス保障に最終責任を負う制度に転換する」

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒保険料高騰⇒支払い困難（年金の目減り・
生活困難）⇒保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」！

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

制度改革の政策的焦点－制度の「公正性」と「持続可能性」の確保

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額国費で全産業平均水準賃金を実現

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）

10



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

不公平税制の是正・防衛費を削って社会保障へ

■ 防衛装備品移転円滑化基金

東京新聞 ２０２５・２・６

企業規模別・法人税実質負担率（２０２０年度）

所得階級別の所得税負担率（２０２２年度所得税）

「１億円の壁」

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

（介護保険法・第２条）

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」
という。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行
われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に
応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス
が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して
行われなければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場
合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

衆院厚生労働委員会（５月２０日）で参考人として意見を
述べる小島美里さん

● 「地域の実情に応じて、可能な限り住み慣れた地域で高齢者自身が自立して日常生活を営むことができるよう、地域包括ケ
アシステムの構築は引き続き進めていく必要があり、２０４０ 年に向けて、８５歳以上の医療と介護の複合ニーズを抱える方、
認知症高齢者、独居高齢者の増加を踏まえた上で、地域の状況にあわせて深化させていくことが必要である。」（６ページ）

● 「介護は、地域密着の産業であり、雇用創出力もあることから、地域の高齢者のみならず、特に地方において地域の雇用や

所得を支える重要な地方のインフラである。地域づくりやまちづくりの視点で、自治体と事業所が連携し、取り組みを進めていく
必要がある。」（１４ページ）

■ 介護保険法「改正」案への緊急要望書（５月１１日）･･････認知症の人と家族の会

■ 今回の「改正」は介護保険法２条違反！･･････小島美里さん（ＮＰＯ法人暮らしネット・えん）

すべての地域において、必要な介護が保障される制度へ

１ 「特定地域」を創設し、事業所の介護職員を減らすのでなく、必要な介護職員を確保するた

めの見直しを行ってください

２ どの地域に住んでいても、どんな場所で暮らしていても、全国の認定者に、公平、平等な給
付を維持するため見直しをしてください

介護保険の根幹は、誰
もが必要なサービスを
平等かつ公平に受けら
れること

「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」のとりまとめ（２０２５年７月２５日）
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

（ どこに住んでいても･･････）

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞

★★ ２０４０年を展望するのであれば、従来型の給付抑制策を続けるのではなく、公的給付を拡大する方向に
政策全体を転換させることが不可欠 （･･･人口が減っても 住み慣れた地域で暮らし続けることを実現）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

臨時国会
（１０～１２月）

特別国会（２月１８日～７月１７日） 臨時国会（１０～１２月？） 通常国会（１月～６月？）

２０２５年 ２０２６年 ２０２７年

制
度
「
改
正
」

緊
急
支
援
策

閣
議
決
定

■介護保険部会
審議

三大改悪案

２６年度予算
編成作業

（２５年度補正予算案）

経済対策審議

＜介護支援パッケージ＞
・ 処遇改善
・ 事業所への緊急支援

（２６年度予算案）

◆高市新内閣発足 ◆解散・総選挙 ⇒ 第２次高市新内閣始動（２月１８日）

報
酬
改
定
①

「骨太方針２０２６｣

報
酬
改
定
②

予算案
審議

可決・成立

閣
議
決
定

２０２７年度予算編成
作業（～１２月）

（１２月）

予算案
審議

可決・成立
（年度内）

２
０
２
７
年
度

報
酬
改
定

「改正」法案
提案・審議

「
改
正
」介
護

保
険
法
施
行

● ケアプランの一部有料化（住宅型有老等）

可決・成立

総
合
経
済
対
策

処遇改善策実施
（１２月～２０２６年５月）

❶ 基準額の引き下げ

❷ 負担上限額の設定（月７０００円）／“当分の間”

❸ 貯金額が一定額以下の場合、１割負担に据え置き

【利用料２割負担対象拡大（案）】

（７月） （１０月） （１２月） （１月）（２月）

通常
国会

（１月）

●「社会保障国民会議」とりまとめ
･･･消費税減税？／夏頃までに

介護保険見直しをめぐる動き （２０２５→２０２６→２０２７）

★ ★ ★ ★ ★ ★

●「骨太方針２０２６」（６月）
＝経済・財政運営の基本方針

審議会
報告■ 介護給付費分科会審議

大臣折衝合意

審議期間短縮

改定率決定

秋の臨時国会

● 利用料２割負担の対象拡大

■ 介護保険部会で審議再開

審
議
会
報
告

● 給付体系の見直し

（２０４０年改革）

予算編成過程での審議
２６年度報酬改定
（６月～期中改定）
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